




   

 

    

    

    

【英語】 

【韓国語】 【スペイン語】 【ポルトガル語】 

【インドネシア語】 【タガログ語】 

【タイ語】 

【ベトナム語】 

【ネパール語】 【ミャンマー語】 

【モンゴル語】 

ｄ外国語版(Leaflet of minimum wage)/最低賃金リーフレット 

（令和５度版）【神奈川労働局賃金室】 

【中国語】 

【カンボジア語】 



 

 

 

東京都 埼玉県 千葉県

1 , 11 3 
円 

前年比 41 円 UP 

1, 0 2 8 
円 

前年比 41 円 UP 

1 , 0 2 6 

 
円 

前年比 42 円 UP 

 

生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内 

で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を一定額以上 

引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備

投 資 な ど に か か っ た 経 費 の 一 部 を 助 成 し ま す 。 

 

詳しくは → 業 務 改 善 助 成 金 コ ー ル セ ン タ ー 

℡ ： 0 1 2 0 - 3 6 6 - 4 4 0 

 

業務改善助成金の活用を促進するため、神奈川労働局

では、働き方改革推進支援センターにおいて、賃金引上

げに活用できる業務改善助成金の申請に関する相談等

に対応するなど事業場に対する支援を行っております。 

 

詳しくは → 神奈川働き方改革推進支援センター 

℡ ： 0 1 2 0 - 9 1 0 - 0 9 0 

業 務

u 

改 助 金 成 善 

 

令和５年１０月１日から神奈川県最低賃金 

1 ,112 円 

時 給：前年比 41 円 UP 

神奈川労働局賃金室 



問合せ先 神奈川労働局労働基準部賃金室

横浜市中区北仲通５－５７ 電話 ０４５－２１１－７３５４

東京都 １,１１３ 円 埼玉県 １,０２８ 円 千葉県 １,０２６ 円
いずれの改正日も１０月１日です

厚 生 労 働 省

神奈川労働局



最低賃金の対象となる賃金から除外する賃金 最低賃金の対象となる賃金・除外する賃金
（厚生労働省サイト）

１ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
２ 臨時に支払われる賃金
３ １か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与等）
４ 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

最低賃金額以上かどうかを確認する方法 最低賃金との詳しい比較方法

（厚生労働省サイト）

１ （時間給制）時間給≧最低賃金額
２ （日額制） 日給÷１日の所定労働時間≧最低賃金額
３ （月給制） 月給÷１か月平均所定労働時間≧最低賃金額
４ １～３の組み合わせ ２，３は時間額に換算し、それを合計した
ものと最低賃金額を比較する

業務改善助成金について （賃金引上げに対する支援！！）

中小企業・小規模事業者で事業場内で最も低い時間給（事業場内の最低賃金）を３０
円以上引上げ、生産性向上に資する設備投資などを行う場合、その設備投資などに要し
た費用の一部を助成するもの （解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと。）
支援内容の詳細（助成率、助成上限額等）や交付要件については、厚生労
働省サイトから確認してください。賃金引上げ前にお問い合わせください。

＊事業場規模５０人未満については、８月３１に内容が拡充されました！！
問合せ先・申請先 神奈川労働局雇用環境均等部企画課 ☎０４５－２１１－７３５７

問合せ先 業務改善助成金コールセンター ☎０１２０－３６６－４４０

厚生労働省は中小企業庁と連携し、最低賃金の引上げにより影響を受ける中小企業に対
する支援を実施しています。
厚生労働省サイトから、「最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規
模事業者への支援施策紹介マニュアル」（全文または概略版）がダウンロー
ドできます。マニュアルの内容については、最新の状況をご確認ください。

最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援


